
【別紙：生徒・保護者各位】 

令 和 ２ 年 ７ 月 1 7 日 

（令和２年 10 月 28 日改定） 

（令和３年４月 14 日改定）

鹿児島県高等学校体育連盟 

令和３年度主催大会等への参加に当たっての注意事項 

主催大会等に参加申し込みを行う生徒・保護者は，以下の事項について理解した上で，

参加の判断を行ってください。大会参加は，生徒の意思と保護者の承諾によるものですの

で，生徒・保護者で相談の上，決めてください。 

なお，以下の事項を遵守できない場合は，他の参加者の安全を確保する等の観点から，

県新人大会等への参加を取り消したり，途中退場を求めたりすることがあります。 

１ 主催大会等に参加する生徒は，大会２週間前から体調チェックを行い，「生徒用体調チ

ェック表（様式１）」に記入し，部活動顧問の確認を受けてください。 

なお，大会当日は「生徒用体調チェック表（様式１）」を部活動顧問に提出してくださ

い。以下の事項に該当する場合は，自主的に参加を見合わせること。 

⑴ 体調がよくない場合（例：発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合） 

⑵ 本人が濃厚接触者及び同居家族に新型コロナウイルス感染症の感染が確認された方

や濃厚接触者がいる場合 

⑶ 過去 14 日以内に政府から入国制限，入国後の観察期間を必要とされている国，地域

等への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合 

２ マスクを持参し，競技中やウォーミングアップ中を除いてマスクを着用してください。 

３ 厚生労働省から提供されている新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）を活用し

てください。 

４ こまめな手洗い，アルコール等による手指消毒をしてください。 

５ 他の参加者，役員等との距離（できるだけ２ｍを目安に（最低１ｍ））を確保してくだ

さい。（障がい者の誘導や介助を行う場合を除く。） 

６ 大会中に大きな声で会話，応援等をしないでください。 

７ 手洗い後等に使用するマイタオルを持参し，タオルの共用はしないでください。 

８ 感染防止のために競技専門部が決めたその他の措置も遵守し，競技専門部の指示に従

ってください。 

９ 大会終了後２週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は，部活動顧問を

とおして競技専門部に対して速やかに濃厚接触者の有無等について報告してください。 

10 保護者の観戦が認められる競技・会場において，保護者が大会を観戦する場合におい

ても上記の項目を遵守してください。 

※ この他の事項については，「令和３年度主催大会等の開催における感染拡大予防ガイド

ライン」を参照ください。 



試合の応援時には，隣との間隔を空けてください。もちろん試合がない時間も同様です。

途中での手洗い，顔洗い，うがい等も積極的にお願いします。

☆各会場での，保護者入口および応援場所について。

①全般について

(1)　入場の際は，手指消毒をお願いします。本部で準備します。

(2)　自チームの試合のみ入場可能です。ゲームが終わりましたら速やかに移動をお願いします。

(3)　会場内外の密接・密集を避けるため，テント等の設営等はご遠慮ください。

②各会場について

○　県立サッカーラグビー場について

・フェンス内への入場は，試合開始10分前とします。下図の保護者入口からお願いします。

☆保護者会場入り口及び応援場所，確認事項について

【保護者応援についてのお願い】

　各会場へ来られて応援される場合は，下記をご熟読の上，遵守していただきますよう，よろしくお願いい
たします（本大会において会場内で応援できるのは生徒の保護者のみです）。
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⑤ 万が一，感染等が発生した場合は，上記の「チーム関係者入場者名簿」を利用させていただきます。
顧問より連絡がありますので，ご協力お願いいたします。

・トーナメント左右のチームで入口を分けます。本部席前の通路は通れませんのでご注意ください。

① 当日の朝，生徒とともに，保護者の方も必ず検温をお願いいたします。発熱・倦怠感・咳・咽頭痛など
がある場合は来場をお控えください。ご来場の際は必ずマスクの着用をお願いします。
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県立サッカーラグビー場Aに関しても，基本的に同様の入り口になりま
す。かぐや姫グラウンドについては，後日連絡いたします。
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② 各校顧問に「チーム関係者入場者名簿」を渡してあります。当日応援で入場される方の名簿の作成と
提出が必要となります。感染症対策のみに使用し，必要がなくなった時点で破棄します。

③


